
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 相続開始前３年以内の教育資金の贈与                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：相続開始前３年以内に教育資金の贈与

を受けました。これは相続税の対象になりま

すか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：対象になりません。 

【解説】  

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた

場合、贈与税が非課税となる特例があります。

この規定は、30歳未満の者が、平成25年４月１

日から令和３年３月31日までの間に、直系尊

属から教育資金の贈与を受けた場合に、1,500

万円まで贈与税が非課税となるというもので、

信託銀行等や銀行等、証券会社と締結した教

育資金管理契約に基づいて、①信託銀行等と

締結した信託受益権を受贈者が取得する、②

書面で贈与された金銭を受贈者が銀行等に入

金する、③書面で贈与された金銭等で受贈者

が有価証券を購入することによって適用が受

けられるというものです。 

ところで、相続等により財産を取得した者

が、相続開始前３年以内に、その相続に係る被

相続人から贈与を受けていた場合には、その

財産の価額を相続税の課税価格に加算するこ

ととなっていますが、この対象となる財産は、

贈与税の課税価格に算入されるものに限られ

ています。 

したがって、贈与税が非課税となるこの教

育資金の贈与は、贈与税の課税価格に算入さ

れないことから、相続税の課税価格にも加算

されないこととなります。   
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